
様式３ 

会  議  録 

 □全部記録  ■要点記録 

１ 会 議 名      姫路市ＤＶ(配偶者等からの暴力)対策基本計画（第３期）懇話会 

２ 開催日時       令和７年８月２５日（月曜日） １４時００分～１５時２０分 

３ 開催場所       姫路市総合福祉会館 ５階 第１会議室 

４ 出席者又は欠席者名   

委員   福山委員、岡本委員、頼安委員、谷村委員、瓦井委員、 

紺谷委員、西川委員、岩見委員、谷口委員 

                欠席者 なし  

事務局  福祉総務部長ほか６名 

５ 傍聴の可否及び傍聴人数   傍聴可、傍聴人０名 

６ 議題及び報告  ⑴ 配偶者等からの暴力に関する状況について 

          ⑵ 計画に掲げる施策の進捗状況等について 

          ⑶ 姫路市困難な問題を抱える女性への支援及びＤＶ対策基本計画（案） 

における基本目標について 

 

７ 会議の全部内容又は進行記録   詳細については別紙参照 
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１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 姫路市ＤＶ(配偶者等からの暴力)対策基本計画（第３期）懇話会について 

 

５ 座長選任 

 

６ 議 事 

 

（１）配偶者等からの暴力に関する状況について 

  （資料２－１、資料２－２に基づき説明） 

 

【質疑応答】 

資料２－１（１）で、姫路市のＤＶ相談者数は減少しているが、全国的には上昇

しているとのこと。近隣市町においてはどのような状況なのか。 

 

兵庫県下の市町は、同じく減少傾向にある。 

 

減少傾向は、姫路市だけの状況ではないということか。 

 

相談件数としては、神戸市が一番多く、明石市、西宮市が続いている。また、相

談件数は市の方が多く、町の方が少ない状況である。 

 

町では、あまり相談体制が整っていないようなイメージもある。 

 

相談件数からすると、一時保護の件数が少ないように思う。一時保護する必要は

なかったのか。 

 

一時保護は、緊急性や危険性があり、すぐにでも避難しないといけない状況であ

る場合に行うが、そこまで緊急性のある案件は少なかった。 

 

警察署からの一時保護後の行先のうち、「帰宅」が４件となっているが、帰宅さ

せても問題はないのか。 

 

ＤＶセンターの業務時間外は、警察署に対応していただいており、夜間の一時保

護が多い。夜間に喧嘩をして引き離され、そのまま一時保護となっていることが

多く、一晩経てば帰宅するという形もある。加害者の元に戻すことが危険な案件

は、ＤＶセンターが対応し、「女性自立支援施設」や「母子寮」に入るようにな

っている。 

 

相談件数が全国統計では増加している中で、姫路市では減少しているという話が

あったが、この全国統計はどこからの相談か。姫路市であれば、ＤＶセンター、

こども支援課、男女共同参画推進センターの３カ所とあるが、保健所や生活困窮

など他機関からの相談件数もあるのではないか。もし含まれていなければ、相談

件数は増えるのではないか。 
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全国の相談件数は、警視庁が公表している相談件数に基づき発言したが、その相

談件数は警視庁対応の相談件数のみと思われる。 

 

実態として、埋もれている相談件数があると考えてよいのか。 

 

本市においては、保健所などの他機関についても連携ができており、保健所など

が対応したものもＤＶセンターに連絡が入るため、ＤＶセンターの相談件数とし

て計上している。 

 

一般の方は、ＤＶセンターの電話番号を知らないのではないか。提供のあったＤ

Ｖ相談カードを見て連絡をされたのか、スマホなどで調べたのか、電話番号を知

った経緯を確認しているのか。 

 

相談者に対して、ＤＶセンターをどこで知ったのかを尋ねることはしていない。

相談を聞くなかでＤＶ相談カードを見て連絡をしてきたという方もいる。今は、

スマホなどで検索して相談して来られる方もいる。「姫路市」、「ＤＶセンター」、

「暴力」などと検索すれば、ＤＶセンターのホームページが表示されるし、今回

配布したひとり親ハンドブック等にも情報を掲載しており、そこからＤＶセンタ

ーを知っていただけたのではと考えている。どこに相談すればよいかわからず、

保健所に相談するなかで、ＤＶセンターにつながる場合もある。 

 

ＤＶの相談件数は婚姻された方からの相談だと思うが、デートＤＶの相談はある

のか。 

 

デートＤＶの相談はほとんどない。 

 

相談がないのは、特に学生などの若い方がデートＤＶを理解していないのではな

いか。 

 

どういうものがデートＤＶに該当するかを啓発していくことも今後の課題であ

ると考えている。 

 

 

（２）計画に掲げる施策の進捗状況等について 

  （資料２－３に基づき説明） 

 

デートＤＶに関する市政出前講座はどこを対象としているのか。 

 

市内の高校を想定しており、令和５年度に実施したのも市内の県立高校である。

中学生については、啓発冊子「自分らしく生きるために」というリーフレットで

勉強していただきたい。昨年度の懇話会で、動画を取り入れてはどうかとのお話

をいただいたので、今年度からデートＤＶに関するページにＱＲコードを掲載

し、スマホなどからデータを見られるように改善した。 

 

もし、高校での出前講座を開催する機会があれば、警察署には少年係があるので、

一緒に行かせていただき、防犯講話などを通じてアドバイスを出来たらと考えて

いる。より幅広い分野での対策ができるのではないかと思う。今後連携をお願い

したい。 
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Ｈ委員 

 

連携できるところはこちらもお願いしたい。 

 

今、法務省の人権擁護の方でもデートＤＶに力をいれている。私は兵庫県の人権

擁護委員で男女共同参画の委員長もしている。その関係で神戸と姫路で人権擁護

委員が 11 月に市立高校の 1 年生に対して研修を開催する。その高校では、２年

生、３年生にもデートＤＶの講演を実施しており、１年生にも開催して欲しいと

の要望であった。人権擁護の方からは市内の全ての高等学校に案内し、デートＤ

Ｖの研修や人権教室があると広報しているが、なかなか時間がとっていただけ

ず、年間１件、２件という感じで活動している。 

 

教育委員会には、ＤＶセンターからもお願いしているが、カリキュラムとの関係

もあり、また、市の他の部署からも色々な講演等の要望をあげている中で判断さ

れている。今後も教育委員会には依頼していきたい。 

 

啓発冊子「自分らしく生きるために」というリーフレットを作成して生徒に配っ

ているのか。  

 

中学１年生に向けて配布している。 

 

こういう冊子を配っても、実際に読んでくれないことが多いのではないか。それ

では配っても意味がないように思う。読んでもらうための工夫はしているのか。 

 

こちらからの依頼としては、ホームルーム等で時間を作っていただき、活用して

いただければと考えている。先ほども述べたが、今年度からの新たな試みとして、

冊子にＱＲコードを掲載している。今の中学生はスマホを所有していると思うの

で、ＱＲコードから情報を見ていただきたい。今後もっと周知していきたい。 

 

甲さん、乙さんとアンケートに出ているが、ＤＶを受けた期間が５年以上とか、

友人からの指摘とか、本人が暴力をＤＶと認識していないということが結構ある

と思う。高校などでデートＤＶの講演をし、アンケートをとると、講演を聞いて

よかった、ＤＶには気を付けるという反応があった。 

 

資料２－２（３）保健医療機関・福祉関係者等への啓発の推進のなかに民生委員

に関連する施策があるが、民生児童委員の対応としては、子どもが中心であり、

保護者がＤＶを受けており、その子どもが面前ＤＶを受けているので連絡すると

いう考えで動いている。ＤＶに関しては、家庭内のことなので、こちらから言え

ない、立ち入り方がわからない、相談されてもどうすればいいのかわからないと

いうことがある。この場合、子どもに関しては、子育て支援室に連絡すればいい

のか。 

 

児童虐待については、子育て支援室が所管になっているのでそちらに相談いただ

ければよい。ＤＶセンターには、子育て支援室から連絡が入ることになる。ＤＶ

センターからも対応することはできるが、加害者が一緒にいる可能性があるので

相談者には連絡しないことになっている。子育て支援室が相談者と相談する中

で、ＤＶに該当するということであれば、相談者からＤＶセンターに連絡が入る

こととなる。 

 

小・中学校では、中学校ブロックごとにスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）
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の配置があり、本校にも月に１回、情報交換や児童の様子を見に来られている。

ＳＳＷと子育て支援室との連携は定期的に行っているのか。 

 

定期的にではない。該当案件があれば、その都度対応している。その際に、ＤＶ

が関連するのであればＤＶセンターに連絡が入ってくる。本来、もう少しスクー

ルソーシャルワーカーとの連携がとれればいいのだが、そこまでの連携はできて

いない。相談を受けられる中で、ＤＶやデートＤＶの情報が入ってくる形だ。 

 

学校では、保護者からの相談があれば、スクールカウンセラー（ＳＣ）にお願い

することもある。ケースによっては、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）に

家庭の状況を伝え、教育委員会や子育て支援室等の関係機関にも連絡し、連携を

とることもある。先ほども話があったように、家庭内の問題に具体的に踏み込む

ことが難しい場合もあり、様子をうかがっていることもある。ＳＳＷと関係機関

との連携がとれていれば、家庭内の問題にうまく対応できるのではないかと思

う。以前勤めた学校で、ＳＳＷに入っていただいて、お母さんやその家庭の方と

も連携がとれたこともある。ケースバイケースだと思うが、そういう連携も広げ

ていただければと思う。 

 

 

７ 報 告 

  ・姫路市困難な問題を抱える女性への支援及びＤＶ対策基本計画（案）にお

ける基本目標について 

  （資料３～資料５に基づき説明） 

 

困難な問題に関する計画もＤＶと結びついている問題であり、包括して計画策定

していくということで、来年度の策定を検討していくという方向か。 

 

その方向で考えている。 

 

ＳＮＳを活用した相談については、自治体レベルではどうなっているのか。 

 

政令市等でもあまり活用しているところはない。昨年度から新たに導入している

ところも確認できていない。システム導入が必要となり、相談件数を経費で割り

戻すと 1件当たり数万円かかっている場合もあり、導入には慎重となる。国が、

ＤＶ相談＋（プラス）というプラットホームにおいて、２４時間体制でＳＮＳ等

を活用した相談を実施しているため、こちらに誘導していきたい。なお、国のＤ

Ｖ相談＋（プラス）に相談しても、最終的には、住所地のＤＶセンター等の相談

機関を案内する仕組みとなっている。本市が独自のシステムを持つかどうかは来

年度以降検討していくことになる。 

 

その他、質問等はあるか。 

 

<質問なし> 

 

・出席している各部署より一言 

 

（ＤＶセンター） 

令和６年度に初めて男性の保護命令の支援を行った。男性のＤＶ被害の例は少な

いかもしれないが、最終的にはうまく進めることができ、本人からも感謝の言葉
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があった。難しい事案もあるが、やり遂げた際に女性相談支援員としてのやりが

いを感じている。    

 

男性が被害者になることは当然ある。自分の専門分野になるが、警察への相談は、

犯罪白書等を確認すると男性からの相談は３割ぐらいある。姫路市のＤＶ相談の

傾向とは少し違うが、男性被害者の相談は警察の方に入っているのかもしれな

い。詳細はわからないが、男性も被害者になりえることを考えないといけない。 

 

（子育て支援室） 

最近、面前ＤＶ、心理的虐待の件数が増えているように感じている。 

ほかの部署で対応した後に、子育て支援室に連絡いただき一緒に対応する事案も

多くあるが、初動対応した部署で面前ＤＶに該当するような話を本人から聞いた

際は、その時にすぐ“それがＤＶに該当すること”“児童の成長に悪影響を与え

る可能性があること”を伝えていただければ有難い。 

後で子ども支援室から伝えるのではタイミングを逃した感があり、本人との関係

性の構築においてやりにくく感じることがある。今後も関係部署で連携、協力を

しながら事案対応ができればと思う。 

 

（男女共同参画センター） 

デートＤＶの件では、しっかりと活動していきたい。先ほど、男性の被害相談が

認定されたということであったが、当然あってしかるべきだが、ＤＶセンターで

の支援が初めてということには驚いている。男女共同参画としては、女性の活躍

推進というだけでなく、男性の方にも目を向けて活動しており、男だから、女だ

からという選別し、役割分担が固定化しており、表だって相談しにくいのかもし

れない。社会から男ならこうあるべき、女ならこうあるべきという形を押し付け

ている面を解消していくのが男女共同参画の役割の一つである。男性、女性で相

談件数が全然違うということは、男女共同参画推進の立場でできること、男性も

声を上げられるようにしていくことで、ＤＶの実態がより明確になると思うの

で、縛りをなくしていきたいと考えている。 

 

（こども支援課） 

ひとり親の方への支援を日々行っていく中で、最近は外国籍の方からの相談が増

えてきているように感じている。英語圏以外の国の方も多い。 

元々、複雑な問題を抱えている上に、言葉や文化の問題があり対応が非常に難し

いと感じている。相談者においても理解されないことへの諦めや孤独感を抱えて

いる方も多い。 

すぐに解決策が見つかるような問題ではないが、困難な案件でも今後とも関係部

局と連携して進めていきたいと考えている。 

 

授業で、面前ＤＶが児童に対する心理的虐待であるということを知らなかったと

いうコメントをする学生もいる。こういう知識を持っていない大学生が多いのか

なと思う。 

 

母子支援生活支援施設では、ＤＶ被害者の入居は減っている。また、ＤＶ被害者

であっても、本人や子供さんが何かしらの障害を持っておられることも多い。過

去は、９０パーセントはＤＶ被害者であったが、現在は、いろんな福祉課題を複

合的に抱えているお母さんの受け入れが多くなっている。姫路市職員は、母子生

活支援施設についての理解があるが、母子支援生活支援施設のない市町において

は、あまり知られていない。そこで、兵庫県母子生活支援施設協議会では、年 2
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回ほど施設見学会を各市町にお知らせしている。多くの職員の方に参加いただ

き、見学会をしたことで色々な相談をいただいた。受け入れだけでなく、自立を

目指してともに歩いていく施設であるので活用をお願いしたい。 

 

 

終了（15：20） 

 

 

  

 


